
 

 

滋 健 危 第 1 3 5 号 

令 和 ５ 年 （ 2023 年 ） ４ 月 ５ 日 

 

一 般 社 団 法 人 滋 賀 県 医 師 会 長 

一般社団法人滋賀県病院協会長 

一般社団法人滋賀県歯科医師会長 

一般社団法人滋賀県薬剤師会長 

 

 滋賀県健康医療福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和５年度医療機関等継続・再開支援事業費補助金交付要綱の制定 

について 

 

 平素は本県の保健医療行政の推進に御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、医療機関等継続・再開支援事業費補助金については、令和５年度においても

事業を実施することとし、別添のとおり交付要綱を制定しましたので、御承知いただ

くとともに、関係機関等への周知をお願いいたします。 

 また、当該補助事業を活用される場合には、あらかじめ担当まで御連絡いただきま

すよう、併せて周知のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、当該補助事業における対象経費については、令和５年４月１日から令和５年

５月７日までに納品され、整備が完了する設備等に要した費用に限り適用されます。

令和５年５月８日以降の取扱いにつきましては、厚生労働省からの通知が届き次第、

御連絡させていただくことを申し添えます。 
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